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【緒言】

現在，我が国の教育現場において，義務教育

制度改革が次々に着手され，学校教育のあり方，

教員の養成，教育委員会のあり方等多面的な検

討が中央教育審議会を中心に進められている。

学校教育の中で行われている心肺蘇生法（以

下，CPRと記載）の普及については，救急に関

連する学会のみならず，関係省庁，地方自治

体，消防機関，日本赤十字社，または日本ライ

フセービング協会や各民間団体などが献身的な

活動のもとで取り組まれていることが多い。し

かし，実際に心停止患者に対して，バイスタン

ダーによる心肺蘇生法が実施された率は他の先
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【Abstract】
Background: In Japan, out-of-hospital sudden cardiac arrest （SCA） becomes a major concern 

of adult death. Bystander-initiated cardiopulmonary resuscitation （CPR） is major elements in the 

“Chain of survival” for the treatment of patients with cardiac arrest. However the proportion 

CPR has remained disappointingly low. Objective & Methods: To clarify what problems and 

barrier of the CPR in school on school environment. To achieve this, school health low and 

literature were investigated. Conclusion: In this survey, we found that it the rules and regulation 

the past and problems in school. In school environment a CPR in school to extremely important.
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進国と比べ39.2％と決して高くない 1 ）。

我が国において，年間10万9,000人を超える

心肺停止患者のうち，突然の心原性心停止は 5

万3,900人おり，これらの心臓突然死をいかに

救命するかが喫緊の課題である。

これまで我が国におけるCPRの普及方法は，希

望する者へ講習会を提供するというような形で進

められてきた。しかし，今後倒れた人の身近にい

た人が早期にCPRを着手できるような，バイスタ

ンダーによる応急手当実施率を高めるために国

民すべてにCPR講習の計画的な実施が望まれる。

我が国において心臓突然死のリスクが高い年

齢は，50代後半から70代にかけての男性に多く，

さらに自宅での発生が3/4を占めており 2 ），こ

の環境下でバイスタンダー CPR を行う可能性

が高いのは，その家庭内における子どもたちで

ある可能性は高い。

2009年 8 月26日小学校 6 年生が119番通報の

際に電話越しにCPRを口頭で説明され，救急隊

が到着するまでCPRを試行し父親の命を救うと

いうニュースが報じられた 3 ）。これはまさに前

述が間違いでないことを示す事実であり，早期

に学校教育内におけるCPR教育の徹底を構築す

ることは我が国の教育体制改革において急務で

あると考える。

CPR教育を命の教育として学校教育内におけ

る教育課程の中に普及させることは，国民全体

への普及，さらには我が国における救命率をあ

げる近道である。しかし実際に学校教育への導

入が進まない理由として，学校という環境が救

急医療の世界を十分理解されていないことが考

えられる。

そこで我々は，学校教育におけるCPR教育導

入を図る障害となる理由を調査することが必要

であると考えた。

【目的】

本研究では，将来学校教育機関内において

CPR教育を学校教員が指導することを目標とし

て，今後教育現場でCPR教育を導入するために，

学校内での法律や教育の組織を知り，その障害

を取り除くことを目標とした。

また障害があるとすればどのような工夫が必

要なのか。CPRを実施する場合誰が指導し，外

部との接点をどこにおけばよいのかということ

を明確にすることを目的とした。

【方法】

本調査項目は， 1 ）学校医・産業医の位置づ

けと法律（学校保健法，学校保健法施行規則，

労働安全衛生法）， 2 ）保健学習で教えるべき

内容（小学校・中学校・高等学校）， 3 ）養護

教諭・保健室養護教諭の位置づけ（学校教育

法）， 4 ）安全主任の位置づけ（安全教育・安

全管理・組織活動）， 5 ）日本医師会における

学校保健活動（学校医講習会，全国学校保健・

学校医大会）， 6 ）文部科学省等からの告示・

通達等からみた学校保健の歴史， 7 ）その他 

について調査した。

【結果】

1 ）学校医・産業医の位置づけと法律（学校
保健法，学校保健法施行規則，労働安全
衛生法）

学校における保健の法体系は学校保健法によ

り規定されている。これによると，学校には学

校医を置くことが，学校保健法に定められてい

る（学校保健法第16条）。全国ほとんどの教育
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委員会では，地区の医師会から推薦を受け，公

立学校の学校医を委嘱している。私立学校では

医師と直接契約を交わしている例が多い（表

1 ）。

学校三師とは，学校医，学校歯科医，そして

学校薬剤師のことをまとめて学校三師と呼んで

いる。いずれについても学校保健法第16条に法

的根拠が定められている。

学校医と同じく，学校保健法施行規則第24条，

第25条にはそれぞれ学校歯科医，学校薬剤師の

職務試行の準則が定められている。学校歯科医

は，健康診断における歯の検査，歯や歯疾の予

防処置，歯に関する健康相談等を職務とする。

学校薬剤師は学校の環境衛生検査に従事し，そ

の維持や改善に必要な指導と助言を行うことを

職務としている。定期的に学校三師が揃う場と

しては，学校保健委員会がある。学校医は，学

校歯科医や学校薬剤師と協力し，学校医の活動

を行うことが求められている。

2）保健学習で教えるべき内容（小学校・中
学校・高等学校）

各年代の学習指導要領を抽出すると，小学校

3 ・ 4 年生から，高等学校までの，体育・保健

領域の単位においても，CPR教育を実施する根

拠が随所に散見された。とくに高等学校の保健

体育科保健分野では，実技による応急手当の実

施が記入されている 4 － 6 ）（表 2 ）。

表 1　学校医の役割（例）

・学校医は，学校における保健管理に関する専門的事項に関し，技術および指導に従事する。
・学校医は，学校保健のリーダーであり，校長のアドバイザー。（学校医は学校の非常勤職員）
・多くの場合，内科，眼科，耳鼻咽喉科の三校医制をとる。
・精神科，産婦人科，整形外科，皮膚科の専門医が学校保健に関わる必要が生じてきている。

表 2　各教育機関の学習指導要領から散見される心肺蘇生法教育に当てられる単位数

小学校
（体育科保健領域）

中学校
（保健体育科保健分野）

高等学校
（保健体育科保健）

3 ・ 4 学年 5 ・ 6 学年 1 ・ 2 ・ 3 学年 1 ・ 2 学年
8 単位時間程度 16単位時間程度 48単位時間程度 70単位時間

健康の大切さと健康に良
い生活の仕方（ 3 学年）

けがの防止と簡単な手当
（ 5 学年）

心身の機能の発達と心の
健康（ 1 学年）

現代社会と健康
健康の考え方，健康の増
進と疾病の予防（生活習
慣病，喫煙。飲酒・薬物
乱用），精神の健康，交
通安全，応急手当

体の発育，発達（ 4 学年） 心の発達と不安，悩みへ
の対処（ 5 学年）

健康と環境，傷害の防止
（ 2 学年）

生涯を通じる健康
生涯の各段階における健
康（思春期，結婚生活，
加齢），保健・医療制度
および機関

病気の予防（ 6 学年） 健康な生活と疾病の予防
（ 3 学年）

社会生活と健康
環境と健康，環境と食品
の保健，労働と健康
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3）養護教諭・保健室養護教諭の位置づけ
（学校教育法）

養護教諭の職務として，表 3 に示す 1 から 9

までの職務が与えられている。とくに，学校保

健の指導や処置，健康相談や救急処置および救

急体制に関することとの記載が見られ幅広くそ

の職務の多様性が見て取れる（表 3 ）。

4 ）安全主任の位置づけ（安全教育・安全
管理・組織活動）

平成21年 3 月付けで開示された，安全教育プ

ログラムのなかにも，学校授業のなかでCPR

教育に置き換え実施可能な記述が散見された 7 ）

（表 4 ）。

5 ）日本医師会における学校保健活動（学校
医講習会，全国学校保健・学校医大会）

日本医師会学校保健委員会というものが存在

し，日本医師会における学校保健活動の中心的

役割を担う委員会，地域医師会（各ブロック）

の担当役員，各学会の代表，学識経験者で構成

されている。

日本医師会における学校保健活動のいくつか

を列挙する。学校医講習会とは，学校医の資質

向上を目的に毎年，日本医師会主催，日本学校

保健会後援で実施されているもので，学校医活

動を行うための必要な知識の普及を図るととも

に，種々の問題点を討議し，施策を構築する場

となっている。参加者は日本医師会の会員であ

る学校医が主体である。

表 3　養護教諭の職務

1 ．学校保健情報の把握に関すること
2 ．保健指導、保健学習に関すること
3 ．救急処置および救急体制に関すること
4 ．健康相談活動に関すること
5 ．健康診断、健康相談に関すること
6 ．学校環境衛生に関すること
7 ．学校保健に関する各種計画および組織活動の企画、運営への参画
　　　　　　　　　　　　　　および一般教員が行う保健活動への協力に関すること
8 ．伝染病の予防に関すること
9 ．保健室の運営に関すること

表 4　安全教育プログラムから抽出される心肺蘇生法教育に置き換えられる単位数

小学校
中学校 高等学校

中学年 高学年
簡単な応急手当

（生活）
学校生活での事故

（生活）
熱中症の予防

（生活） 救急救命講習

防災マップの作成
（災害）

交通事故が起きた時の
対応（交通）

交通事故の対応と応急手
当（保健・学級活動） 消防団との連携

けがをした人を発見し
た時の通報（災害）

けがと応急手当
（保健・学級活動）（災害） 応急手当の実際（生活） AEDの使用方法の習得

応急救命法講習
（総合的な学習の時間）

救助を支える支援つくり
（学校行事）
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全国学校保健・学校医大会とは，次代を担う

児童生徒の健康保持・推進を図るため，学校医

の全国規模の研究協議の場として，各地域にお

いて各都道府県医師会の協力を得て開催されて

いるものである。同時に，全国学校医連絡協議

会が開催され，各県医師会長と学校保健担当理

事が一同に会し，日本医師会も参加して学校保

健をとりまく種々の問題について意見交換や討

議が行われている。

さらには日本医師会，医師医師会の学校保険

医会では，学校医を統括する立場から学校内へ

の心肺蘇生法の普及に務めている。

6 ）文部科学省等からの告示・通達等から
みた学校保健の歴史

昭和31年 3 月30日文部省初等中等教育局長通

達の，中学校保健体育科の保健学習の指導の中

で応急手当の必要性を記している。また同年 6  

月17日日本体育・学校保健センター理事長通達

では突然死に関する運用基準について明記され

るようになった。

CPRの文面が明確に記されているものといえ

ば，平成 4 年 5 月 7 日文部省体育局長通知とし

てCPR実施を促す文面が通達されており（文体

学第九三号），平成 4 年度から 3  ヵ年計画で実

施することが記載されている。

7 ）その他
文部科学省でも，「児童生徒の自殺予防等の

取組について」の大切にする教育として，道徳

教育推進事業平成19年度要求額295百万円（平

成18年度予算額295百万円）を計上している。

内容は，命を大切にする心の育成など道徳教育

を推進するため，指導方法の工夫や教材の充実，

地域と連携した教育活動等について実践研究を

行うとともに，生活上の問題を言葉で解決する

力を養うための調査研究を実施。さらに命の大

切さを伝える講師派遣事業（新規）平成19年度

要求額30百万円についても，実施をしていると

ころではあるが，この「命の教育」を例えば動

物との触れ合いにしている教育機関も多いよう

である。45の小中学校がこの命を大切にする心

をはぐくむ実践活動に取り組んだがこれらの施

設のうち 4 校は，実際心肺停止になり蘇生され

た方の話を聞く会などを実践していた。今後，

さらなるとりくみに期待したい。

【考察】

今回，応急手当や心肺蘇生法を学校で試行す

るため，どの様な問題点があるか，また教育を

実践できる環境をつくるかを調整したところ教

育現場においては現在，義務教育制度改革が

次々に着手されてきていることが明らかとなっ

てきた。学校教育のあり方やその内容，教員の

養成，教育委員会のあり方等多面的な検討が中

央教育審議会を中心に進められているが，この

ような流動的な時期であるからこそ，今後の討

論に入る前に学校内における法令や資料の整理

が必要であると考えた。

主に学校の窓口となるキーパーソンは，学校

安全主任や養護教諭，保健体育教員がその核と

なると推察される。また医学的根拠の説明など

は，従来行われているような消防組織やNPO

団体等に委ねることも 1 つであると考えるが，

命の教育はその場限りの教育ではなく，学校三

師の理解を得ながら，PTA等を巻き込み地域

に根ざした形で教育の和が広がることが我が

国における救命の連鎖の普及，ひいてはPAD

（Public Access Defibrillation）の構築につなが
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るのではないかと考察する。

2008年 3 月に告示された新学習指導要領4 － 6 ）

では，「応急手当は，患部の保護や固定，止血を

適切に行うことによって障害の悪化を防止する

ことを理解できるようにする。また心肺停止に

陥った人に遭遇した時の応急手当としては，気

道確保，人工呼吸，胸骨圧迫などの心肺蘇生法

を取り上げ，実習を通じて理解できるようにす

る。なお，必要に応じて，AEDにも触れさせる

ようにする」との内容になっており，改定前の

「包帯法，止血法，人工呼吸など，傷害時の応急

手当を取り扱い，実習を行うものとする」から

「心肺蘇生法」が明記されるようになり，CPRを

重視する傾向があると考える。これらの指導要

領をみても，学校内において応急手当やCPRを

指導する根拠につながると考える。

今回どの学年にどの教育を行うという明

確な根拠を見つけ出すことは出来なかったが，

Isbye 8 ）らの研究によると，中学校のCPR教育

において，各知識，技術において十分な技術

獲得が出来たとあり，さらにConnolly 9 ）らの研

究によると，学童にCPR教育を実施したところ

6 ヵ月後CPRの知識が約60％低下したとの報告

があることから，中学校での教育においてCPR

の内容は十分理解することは出来るが，半年間

何もしなければ知識・技術が低下する恐れがあ

ることが懸念される。

このことからも，再教育とまでは行かなくと

も一定のサイクルで手技を反復する取り組みや，

具体的に小学校低学年，高学年，中学校，高等

学校とステップアップできるようなシステムの

構築により，レベルのステップアップ化，さら

には児童・生徒の発達段階にわけた到達目標を

作成することが重要であると考える。

【結語】

本調査の結果，現行の学校保健は指定された

規則にしばられ旧態依然とした体制であること

があきらかとなった。CPR教育の導入の重要性，

また必要性を考慮したうえで「学校保健」を改

めて考え直すことができた。今回の検討により

学校へのCPR教育導入に際して必要な点を整理

できたと考える。
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